
 
 

  

 
 

 

 

 

 

上山市公共施設等総合管理計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 3 月 

上山市 
 

 



目次 

目次 

公共施設等総合管理計画について ................................... 1 

１ 公共施設等総合管理計画の策定の背景 ........................................... 1 

２ 計画の位置づけ ............................................................... 1 

３ 計画期間 ..................................................................... 2 

４ 対象とする公共施設等 ......................................................... 2 

第１章 上山市における公共施設等の概要 ........................... 3 

１ 本市の概要と本計画の地域区分 ................................................. 3 

２ 公共施設等の状況 ............................................................. 4 

３ 人口動向 .................................................................... 18 

４ 財政の現況 .................................................................. 22 

５ 更新費用の推計 .............................................................. 24 

６ 歳入・歳出全体ベースでの財政推計 ............................................ 27 

第２章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 .. 31 

１ 公共施設についての基本方針 .................................................. 31 

２ インフラについての基本方針 .................................................. 32 

３ 公共施設マネジメント推進についての基本方針 .................................. 32 

４ 実施方針 .................................................................... 33 

第３章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 .................. 35 

１ 集会施設 .................................................................... 35 

２ 文化施設 .................................................................... 36 

３ 図書館 ...................................................................... 37 

４ 博物館等 .................................................................... 38 

５ スポーツ施設 ................................................................ 39 

６ レクリエーション・観光施設 .................................................. 40 

７ 産業系施設 .................................................................. 41 

８ 学校 ........................................................................ 42 

９ その他教育施設 .............................................................. 43 

１０ 幼保・こども園 ............................................................ 44 

１１ 幼児・児童施設 ............................................................ 45 



目次 

１２ 高齢福祉施設 .............................................................. 46 

１３ 保健施設 .................................................................. 47 

１４ 医療施設 .................................................................. 48 

１５ 庁舎等 .................................................................... 49 

１６ 消防施設 .................................................................. 50 

１７ その他行政系施設 .......................................................... 52 

１８ 公営住宅 .................................................................. 53 

１９ 公園 ...................................................................... 54 

２０ 供給処理施設 .............................................................. 55 

２１ その他 .................................................................... 56 

２２ 公営企業等が保有する公共施設 .............................................. 58 

２３ 道路 ...................................................................... 58 

２４ 橋梁 ...................................................................... 58 

２５ 上水道 .................................................................... 59 

２６ 下水道 .................................................................... 59 

第４章 フォローアップの実施方針 ................................ 61 

１ 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策について ........................ 61 

２ フォローアップの進め方について .............................................. 61 

３ 実施計画及び個別施設計画（仮称）の策定について .............................. 61 

 

 

 

 

  

【公共施設等総合管理計画の記載にあたっての前提】 

１ 端数処理について 

本計画で取り扱う数値は、特に断りが無い限りは、金額は単位未満を切り捨て、延床面積等

は単位未満を四捨五入の端数処理を基本としています。このため、各数値の合計が表記され

る合計欄の数値と一致しない場合があります。 

２ 調査時点と年度表記について 

本計画に掲載する数値は、平成 27年度（平成 28年 3月 31日に終了する事業年度）を基本

としています。それ以外の時点の情報を利用する場合は、その旨を注記しています。 

３ ％（パーセント）表記について 

「％（パーセント）」表記は、特に断りが無い限りは、小数点第 2位を四捨五入することを

基本としています。そのため、合計値が「100％」にならない場合があります。 

４ 複合施設の計上について 

複合施設はそれぞれの分類毎に施設数を計上しているため実際の施設数とは一致していま

せん。 
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公共施設等総合管理計画について 

１ 公共施設等総合管理計画の策定の背景 

平成 23 年（2011 年）3 月に発生した東日本大震災は、建物の耐震性、防

災対策の見直し等、公共施設のあり方に、大きな警鐘を鳴らすものであり

ました。 

一方、厳しい財政状況が続く地方公共団体の多くは、高度経済成長期以

降に整備した公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっています。 

このようななか、平成 25 年（2013 年）11 月に、国は「インフラ長寿命

化基本計画」を策定し、インフラの整備に係る行動計画を策定するととも

に、平成 26 年（2014 年）4 月には、総務省より、この基本計画に基づく公

共施設の老朽化対策等に関する「公共施設等総合管理計画」の策定が要請

されました。 

本市においても、高度経済成長期の人口増加等に対応するため昭和 40

年代から 50 年代にかけて多くの公共施設等を整備してきましたが、建築後

50 年近く経過し、施設の老朽化が進み、大規模修繕や建替えなどの更新の

時期を迎えています。 

また、本市の少子高齢化・人口減少は全国を上回る水準で進行するとと

もに、世代構成や生活スタイルの変化により、施設に対する市民ニーズも

変化しているなかで、財政面でも施設の最適な保有量について再考すべき

状況となっております。 

本計画は、このような状況下で、公共施設等の全体状況を把握し、長期

的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に実施すること

で最適な公共施設の管理を行うことを目的とし策定します。 

２ 計画の位置づけ 

本市では、これまで橋梁、公園、市営住宅、下水道等のインフラに関す

る個別施設計画を策定し、計画的な点検、診断、修繕等を行っています。 

また、市の最上位計画である第 7 次上山市振興計画（以下「振興計画」

という。）における「施策 効率的な行政運営の推進」の目標のなかに、公

共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うことを位置づけています。 

本計画は、最上位計画である振興計画に基づき、公共施設やインフラを

対象とした実施計画及び個別施設計画を総括する計画として位置づけます。 
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３ 計画期間 

計画期間は、平成 28 年度から平成 37 年度（2016 年度～2025 年度)まで

の 10 年間とします。 

４ 対象とする公共施設等 

本市は、市役所などの庁舎、義務教育を提供するための小中学校、公民

館や図書館、体育館など多くの市民の方々に利用される文化施設やスポー

ツ施設、市営住宅など多岐にわたる施設を保有しています。また、道路・

橋梁・上下水道施設などのインフラも多く保有しています。 

本計画において対象とする公共施設等は、本市が所有しているすべての

公共施設のうち固定資産台帳又は公有資産台帳上「建物」に分類されてい

るもの及びインフラとし、土地や車両などは対象外とします。 

なお、民間施設・県有財産等でも、本市が維持管理を行っており、相応

の財政負担が発生しているものは、本計画の趣旨に鑑みて、対象施設に含

めています。 

 

 

 

第7次上山市振興計画

上山市公共施設等総合管理計画

上山市営住宅

長寿命化計画

上山市公園施設

長寿命化計画

上山市橋梁長寿

命化修繕計画
・・・

個別施設計画

実施計画

市有財産

公共施設

（庁舎、小中学校、公民館、図書館、体育館等）

インフラ

（道路、橋梁、上下水道等）

その他

（土地、車両等）

民間施設・県有財産等の

うち、本市が維持管理し

ているなど、本計画の趣

旨に鑑みて含めたもの

対象施設
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第１章 上山市における公共施設等の概要 

１ 本市の概要と本計画の地域区分 

本市は、山形県の南東部に位置し、蔵王連峰、白鷹山系など四方を山々に囲まれて

います。沿革については、昭和 29 年（1954 年）10月に、上山町、西郷村、本庄村、

東村、宮生村、中川村が合併し市制を施行。昭和 32 年（1957 年）までに近隣市町村

の一部の地区である久保手、中山、金瓶及び山元村を編入しています。 

本計画では、本市を上山小学校学区、南小学校学区、西郷第一小学校学区、宮川小

学校学区、中川小学校学区、旧山元小学校学区の 6つの地域に区分して、公共施設の

内容整理を行います。なお、本市の人口重心1は、南小学校学区の上山市金生一丁目付

近となっています。 

図 1-1 本市の地図及び本計画における地域区分、人口重心 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※面積は国土交通省国土地理院「平成 27年全国都道府県市区町村別面積調」より記載していますが、境界

未定のため参考値を記載しています。 

※人口重心については、公表されている最新のものが平成 22 年のものであるため、地図上には平成 22 年の

人口重心を記載しています。 

                         
1 人口重心とは、人口の１人１人が同じ重さを持つと仮定して、その地域の人口が、全体として平衡を保つことがで

きる点のこと。 
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２ 公共施設等の状況 

（１） 公共施設の概況 

本計画の対象とする公共施設は、平成 27 年度（2015 年度）末時点で 204 施設

（総延床面積 139,589 ㎡）あります。 

対象とする公共施設を、総務省が用いる区分（大分類・中分類は総務省更新

費用試算ソフトに準拠）や本市の公共施設の実情に即した区分（小分類）により

分類したのが表 1－1 になります。 

表 1-1 対象施設の一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対象施設一覧の大分類・中分類は、総務省更新費用試算ソフト内の用途分類に準拠しました。 

※小分類は、総務省更新費用試算ソフト内の施設名称例を参考に分類しました。 

※複合施設の場合は、それぞれの分類毎に施設数を計上しています。 

※老朽化度とは各類型における老朽化の度合いを指します。 

計算式：経過年数÷耐用年数＝１棟毎老朽化度 

（A 棟延床面積×A 棟老朽化度＋B 棟延床面積×B 棟老朽化度＋C 棟…）÷中分類延床面積合計 

＝中分類毎老朽化度 

※対象施設の一覧には、本計画の趣旨に鑑みて、対象とした民間施設・県有財産等を含みます。 

会計名 大分類 中分類 小分類 施設数
延床面積

(㎡)

老朽化度

（％）

コミュニティ施設等 7 2,388

公民館 10 6,462

文化施設 文化会館 1 2,042 46.8

図書館 図書館 1 2,994 40.0

博物館等 文化財等 14 2,035 221.8

体育館 8 16,271

プール 1 159

屋外運動場 5 1,804

キャンプ場等 4 461

観光施設 5 3,304

産業系施設 産業系施設 労働会館・勤労会館 1 821 70.0

小学校 5 29,163

中学校 3 21,166

その他教育施設 給食センター 1 1,332 35.5

幼保・こども園 保育所 2 1,939 107.3

児童館・放課後児童クラブ 4 1,237

子育て支援拠点施設 1 542

高齢福祉施設 高齢者福祉施設等 2 387 75.8

保健施設 保健所 1 1,050 68.0

医療施設 医療施設 診療所・医療センター 1 54 68.1

庁舎等 庁舎 8 10,532 79.5

消防署 1 1,138

防災センター・

消防ポンプ庫等
71 2,108

その他行政系施設 その他行政系施設 1 14 6.5

公営住宅 公営住宅 市営住宅 3 7,308 96.4

公園 公園 倉庫・便所 10 166 52.1

供給処理施設 供給処理施設 供給処理施設 2 1,175 57.1

斎場 1 548

公衆便所 6 87

農林施設 2 1,768

普通財産 22 19,136

204 139,589 ―

81.4

58.2

89.0

77.6

104.4普通会計

合計

市民文化系施設

社会教育系施設

集会施設

スポーツ・

レクリエーション系

施設

学校教育系施設

子育て支援施設

スポーツ施設

レクリエーション

施設・観光施設

学校

幼児・児童施設

消防施設

110.3

保健・福祉施設

行政系施設

その他 その他

138.0
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スポーツ・
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15.8%

産業系施設

0.6%

学校教育系施設

37.0%
子育て支援施設

2.6%

保健・福祉施設

1.0%

医療施設

0.0%

行政系施設

9.9%

公営住宅

5.2%

公園

0.1%

供給処理施設

0.8% その他

15.5%

本計画の対象とする公共施設は、学校教育系施設が全体の 37.0％、次いでスポ

ーツ・レクリエーション系施設、行政系施設と続きます。これら 3 つの分類で、

本市全体の延床面積の約 6 割を占めています。 

図 1-2-1 大分類別の延床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-2 大分類別の延床面積割合 
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本市の人口における平均的な延床面積を、山形県内の 13 市との比較により統計

的に算出すると、145,985 ㎡程度となります。これは、平成 26 年度（2014 年度）

における本市の行政財産建物延床面積142,399㎡と比べて3,586㎡(2.5％)多い状

況となっています。 

 

図 1-3 行政財産建物延床面積と人口の県内自治体比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※本グラフは、山形県内の 13市について、行政財産建物延床面積と人口の関係を比較しています。 

※縦軸は、平成 26 年度公共施設状況調査経年比較表（総務省）によるものです。 

横軸は、平成 27年国勢調査（総務省統計局）によるものです。 

縦軸と横軸で年度が異なりますが、それぞれ国から公表されている最新の調査結果を利用しています。 

        

                         
2 行政財産とは、公用又は公共用に供し、若しくは供することと決定した財産のこと。 
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（３） 地域別の普通会計3公共施設の整備状況 

延床面積の上位 2 地域は、南小学校学区が 65,399 ㎡、中川小学校学区が 23,105

㎡となっています。 

市民一人当たりの延床面積は約 4 ㎡ですが、地域住民一人当たりの延床面積で

は、人口が比較的少ない旧山元小学校学区で 11 ㎡/人と大きい一方、人口が比較

的多い上山小学校学区で 2 ㎡/人と小さくなっています。 

今後の公共施設のあり方を検討するにあたっては、地域ごとのバランスも踏ま

えながら検討していくことが必要です。 

 

図 1-4 地域別の延床面積と住民一人当たりの延床面積（平成 27年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※福島県飯館村に「場外勝馬投票券発売所（休止中）」があるため、6つの地域のほかに県外を表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         
3 普通会計とは、一般会計と特別会計のうち公営事業会計（公営企業会計及び国民健康保険事業特別会計等）以外の

会計を合算した会計のこと。 
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（４） 普通会計公共施設の年度別の整備状況と耐震化の状況 

本市の普通会計公共施設の整備状況を建築年度別に延床面積でみると、昭和 40

年代後半から 50 年代前半と平成のはじめにかけて整備が集中しています。 

旧耐震基準が適用されていた時期である昭和 55 年度（1980 年度）以前に整備

された施設は、グラフの対象となった施設全体の 53.2％にのぼり、学校教育系施

設や行政系施設が多くを占めます。 

学校教育系施設など優先順位の高い施設から耐震化を進めていますが、耐震工

事が未実施の施設があり、安全・安心の観点から課題となっています。 

図 1-5 大分類別の建築年度別延床面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※建築年度不明の施設は除いています。 

 ※累計整備率は建築年度不明の施設を除いた平成 27年度末時点の総延床面積を 100％としています。 

図 1-6 大分類別の延床面積に対する耐震化状況（平成 27 年度） 
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（５） 公共施設の老朽化状況 

平成 27 年度（2015 年度）末時点で、築 30 年以上経過している公共施設は本市

全体で 85,360 ㎡あり、延床面積割合でみた本市全体の公共施設の 61.2％を占め

ています。築 20 年～30 年の公共施設も 21.9％あり、全体的に公共施設の老朽化

が進んでいます。 

築 30 年以上の公共施設で、最も延床面積が多いのは、学校教育系施設の 35,416

㎡であり、次いで行政系施設の 13,020 ㎡となっています。 

表 1-2大分類別の経過年数別延床面積 

                           （単位：㎡） 

     

図 1-7 経過年数別延床面積割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 築30年以上 築20～30年 築20年未満 年度不明

市民文化系施設 6,109 3,291 1,196 296

社会教育系施設 52 2,994 ― 1,982

スポーツ・

レクリエーション系施設
4,720 15,138 2,142 ―

産業系施設 821 ― ― ―

学校教育系施設 35,416 7,569 8,676 ―

子育て支援施設 1,815 523 1,380 ―

保健・福祉施設 1,330 107 ― ―

医療施設 54 ― ― ―

行政系施設 13,020 344 428 ―

公営住宅 7,308 ― ― ―

公園 23 90 52 ―

供給処理施設 ― 500 675 ―

その他 14,692 20 6,825 ―

合計 85,360 30,576 21,374 2,278
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大分類別の経過年数別延床面積割合をみると、築 30年以上経過している公共施

設の割合が最も多いのは産業系施設、医療施設、公営住宅で、次いで行政系施設

の割合が多くなっています。 

 

図 1-8 大分類別の経過年数別延床面積割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第１章 上山市における公共施設等の概要 

11 

 

10

7 7

1

55.6%

0.0%

30.4%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

8.6%

0.0% 0.0% 0.0% 3.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0

2

4

6

8

10

12

市
民
文
化
系
施
設

社
会
教
育
系
施
設

ス
ポ
ー
ツ
・

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
系
施
設

産
業
系
施
設

学
校
教
育
系
施
設

子
育
て
支
援
施
設

保
健
・
福
祉
施
設

医
療
施
設

行
政
系
施
設

公
営
住
宅

公
園

供
給
処
理
施
設

そ
の
他

指
定
管
理
者
の
導
入
施
設
数

指定管理者導入施設数 導入割合

（６） 指定管理者の導入状況 

指定管理者制度は、公の施設について、民間事業者の能力やノウハウを活用し、

住民サービスの質の向上や、施設の設置目的を効果的に達成するため、平成 15

年 9 月に設けられた制度で、施設の管理運営を包括的に民間事業者に委ねるもの

です。 

本市では、市民文化系施設、スポーツ・レクリエーション系施設、行政系施設

などを中心に、本制度を導入しています。そのうち、市民文化計施設では 55.6％

の施設で、スポーツ・レクリエーション系施設では 30.4％の施設で、行政系施設

でも 8.6％の施設で導入されています。 

 

図 1-9 大分類別の指定管理者制度の導入状況 
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（７） 公共施設のコスト状況 

各施設のフルコスト4から、使用料などの収入を差し引いた額をネットコストと

しています。このネットコストは、公共施設を運営するにあたって生じるコスト

から収入（利用料等）を差し引いた金額のため、公共施設に関する財政負担額を

意味します。 

平成 27 年度における公共施設全体のネットコストは 2,136 百万円です。大分類

別で見ると、学校教育系施設が 614 百万円で最も大きく、次にスポーツ・レクリ

エーション系施設の 398 百万円が続きます。 

表 1-3 大分類ごとのコスト情報（平成 27年度） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         
4 フルコストとは、「維持管理費＋事業運営費＋減価償却費」のことで、修繕費や光熱水費、人件費など施設の運営全

般に要する費用に、建物の取得に要した費用（減価償却費）を加えた費用のこと。 

（単位：百万円） 

大分類
維持

管理費
事業

運営費
コスト

減価
償却費

フル
コスト

収入
ネット
コスト

市民文化系施設 38 75 113 39 153 6 147

社会教育系施設 23 83 107 11 118 1 116

スポーツ・
レクリエーション系施設

293 101 395 50 445 47 398

産業系施設 1 5 6 3 10 0 9

学校教育系施設 129 289 419 195 614 0 614

子育て支援施設 13 369 382 14 397 128 269

保健・福祉施設 7 83 91 8 99 4 94

医療施設 0 1 1 0 1 0 1

行政系施設 136 89 225 18 243 0 243

公営住宅 0 7 7 32 39 0 39

公園 7 33 40 3 43 0 43

供給処理施設 33 3 36 11 48 0 48

その他 20 27 48 74 122 13 109

合計 705 1,169 1,875 463 2,339 203 2,136
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（８） 公共施設の利用状況 

大分類別の施設利用者数を見ると、スポーツ・レクリエーション系施設が最も

多く、平成 27年度（2015 年度）は 371,761 人が利用しています。 

図 1-10 大分類別の施設利用者数（平成 27年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※学校等の児童数・生徒数・園児数は含んでいません。 

※利用者数のカウントをしていない施設は、集計対象外としています。 

 

図 1-11 大分類別の施設利用者数割合 
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（９） 公営企業等の施設 

水道事業会計で堀切配水池と小倉上水施設、公共下水道事業特別会計で浄水セ

ンター（総延床面積 13,111㎡）、農業集落排水事業特別会計で農業集落排水処理

施設を 6 施設（総延床面積 922 ㎡）所有しています。 

（１０） インフラの状況 

① 道路（農道・林道を含む） 

本市の道路の総実延長は 440,235ｍで、総面積は 2,301,106 ㎡です。 

 

表 1-4 分類別の実延長と道路面積 

 

 

 

 

 

 

 

② 橋梁 

「上山市橋梁長寿命化修繕計画」を策定した平成 24 年度（2012 年度）の市道 

橋梁は 176 本であり、うち 15ｍ未満が 68.2％を占めています。また、構造は RC

橋が最も多く、48.9％を占めています。 

表 1-5 長さ別橋梁数 

 

 

 

表 1-6 構造5別橋梁本数 

 

 

 

 

 

 

 

                         
5 PC 橋とはプレストレスト・コンクリートを使用した橋梁のこと。プレストレスト・コンクリートとはあらかじめ計

画的に圧縮応力度（プレストレスト）を与えることにより、荷重によって生じる引張応力と相互に珪砂うように設

計施工されたコンクリートとのこと。また、RC 橋とは鉄筋コンクリートを使用した橋梁のこと。 

橋長 本数（本）
15m未満 120
15m以上 56

合計 176

種別 本数（本）
PC橋 52
RC橋 86
鋼橋 29
石橋 4
その他 5

合計 176

種別 実延長（m） 面積（㎡）
1級市道 57,623 393,797
2級市道 30,948 174,171
その他の市道 260,406 1,382,225
自転車歩行者道 1,147 3,713
農道 21,591 102,986
林道 68,520 244,214

合計 440,235 2,301,106
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また、本市の橋梁は 1960 年代後半以降、急速に建設が進められ、特に昭和 46

年度～昭和 55 年度（1971 年度～1980 年度）の建設が多くなっています。現時点

で約2割の橋梁が建設から50年を経過しており、今後さらに老朽化が進行します。  

なお、本市では上述の橋梁のほかに林道橋梁が 16本あり、昭和 40 年代以前に

建設された橋梁が多く、老朽化が進行しています。 

図 1-12 建築年別の橋梁数分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 上水道 

「上山市上水道施設整備耐震化計画及び診断報告書」を作成した平成 24 年度

（2012 年度）の水道事業の管路は、送水管が 23,658ｍ、配水本管が 5,355ｍ、配

水支管が 231,099ｍあります。このうち平成 24年度（2012 年度）時点で耐用年数

（40 年）を超過した管路が 11,566ｍあります。 

なお、本市は、上述の上水道管路の他に、簡易水道の管路（12,096ｍ）と飲料

水供給施設の管路（4,536ｍ）を所有しています。 

表 1-7 上水道管路の管径別延長 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管路 口径 延長（ｍ）
耐用年数40年

超の延長
（ｍ）

300ｍｍ未満 13,467 ―
300～500ｍｍ未満 8,423 ―
500～1000ｍｍ未満 1,768 ―

送水管計 23,658 0
350ｍｍ 910 ―
400ｍｍ 4,445 ―

配水本管計 5,355 81
50ｍｍ以下 24,817 ―
75ｍｍ 28,142 ―
100ｍｍ 110,180 ―
125ｍｍ 184 ―
150ｍｍ 48,061 ―
200ｍｍ 10,601 ―
250ｍｍ 7,306 ―
300ｍｍ 1,808 ―

配水支管計 231,099 11,485
260,112 11,566
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配水本管

送水管
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表 1-8 上水道管路の管種別延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度別の整備延長を見ると、昭和 50年代に多く整備されており、これらは整備か

ら 30 年～40 年程度経過しています。 

図 1-13 上水道の年度別整備延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管路 管種 延長（ｍ）
普通鋳鉄管 123
ダクタイル鋳鉄管
（耐震型継手）

1,269

ダクタイル鋳鉄管 21,369
鋼管 675
硬質塩化ビニル管 4
ステンレス鋼管
（耐震型継手）

218

送水管計 23,658
ダクタイル鋳鉄管
（耐震型継手）

455

ダクタイル鋳鉄管 4,819
鋼管 81

配水本管計 5,355
普通鋳鉄管 297
ダクタイル鋳鉄管
（耐震型継手）

24,340

ダクタイル鋳鉄管 179,769
鋼管 1,183
硬質塩化ビニル管 701
ポリエチレン管 24,541
ステンレス鋼管
（耐震型継手）

264

その他 4
配水支管計 231,099

260,112

配水支管

合計

送水管

配水本管
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④ 下水道 

現在本市が所有する下水道管路の総延長は 167,781ｍであり、うちコンクリー

ト管と塩ビ管の 2 つで、全体の 98.1％を占めています。また、下水道の管径別延

長は、250ｍｍ未満と 250ｍｍ～500ｍｍの割合が多く、全体の 83.9％を占めてい

ます。 

また、下水道の年度別整備延長をみると、特に昭和 50年代の整備が多く、これ

らは整備から 30 年～40 年程度経過しています。 

なお、本市は、上述の下水道管路のほかに、農業集落排水処理施設の管路（34,192

ｍ）や浄化槽施設（210 基）を所有しています。 

表 1-9 下水道管路の管種別延長 

 

 

 

 

 

 

表 1-10 下水道管路の管径別延長 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-14 下水道の年度別整備延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 延長（m）

250mm未満 83,653
250～
500mm未満 57,049
500～
1000mm未満 14,764
1000～
2000mm未満 11,531
2000～
3000mm未満 736
3000mm以上 47

合計 167,781

種別 延長（m）

コンクリート管 87,265
陶管 668
塩ビ管 77,312
更生管 474
雨水開渠 1,934
その他 128

合計 167,781
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３ 人口動向 

（１） 上山市全体の人口の推移と推計 

本市の人口は、昭和 35 年（1960 年）の 40,383 人をピークとして、平成 22 年

（2010 年）には 33,836 人まで減少しており、平成 27 年国勢調査では 31,569 人

となっています。一方、老年人口の割合（高齢化率）は、昭和 55 年(1980 年）の

12.7％から、平成 27 年（2015 年）には 35.3％まで上昇し、高齢化が進行してい

ます。 

人口減少は、今後も続くと見込まれており、高齢化率は、生産年齢人口（15 歳

以上 65 歳未満）の減少の影響により、今後も上昇し続けると見込まれています。 

人口減少により、現在本市が所有するすべての公共施設を更新していくと、人

口に比較して施設の保有量が過大な状況が発生します。また、少子高齢化の進行

により、高齢者を対象とした保健・福祉施設の需要が高い水準で推移する一方で、

年少人口の減少により子育て支援施設や学校教育系施設に余剰が生じてくるなど

市民から求められる公共施設の役割や市民ニーズが変化していくことが考えられ

ます。 

以上から、今後の人口減少や世代構成の変化、市民ニーズ等を踏まえて、公共

施設の今後の方針を検討することが必要です。 

 

図 1-15 本市全体の人口推移と推計 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       出典：国勢調査（総務省）、人口ビジョン（上山市） 

 

  



第１章 上山市における公共施設等の概要 

19 

 

（２） 地域別の人口推計 

① 上山小学校学区 

上山小学校学区の人口は、平成 22 年（2010 年）の 11,045 人から、平成 72 年

（2060 年）には 5,048 人と 50 年間で 5,997 人減少（▲54.3％）すると見込まれ

ます。 

高齢化率は、主に生産年齢人口の減少を背景に、一貫して上昇し続けると見込

まれます。 

  
② 南小学校学区 

南小学校学区の人口は、平成 22 年（2010 年）の 12,926 人から、平成 72 年（2060

年）には 6,722 人と 50 年間で 6,204 人減少（▲48.0％）することが見込まれます。 

高齢化率は、主に生産年齢人口の減少を背景に、一貫して上昇し続けることが

見込まれます。 
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③ 西郷第一小学校学区 

西郷第一小学校学区の人口は、平成 22 年（2010 年）の 1,398 人から、平成 72

年（2060 年）には 617 人と 50 年間で 781 人減少（▲55.9％）することが見込ま

れます。 

高齢化率は、当面の間、上昇を続けたあと、平成 52 年（2040 年）頃に一度低

下し、その後は再度上昇すると見込まれます。 

  
④ 宮川小学校学区 

宮川小学校学区の人口は、平成 22年（2010 年）の 4,251 人から、平成 72 年（2060

年）には 1,746 人と 50 年間で 2,505 人減少（▲58.9％）することが見込まれます。 

高齢化率は、当面の間、上昇を続けたあと、平成 52 年（2040 年）頃から平成

62年（2050 年）頃に一度低下し、その後は再度上昇すると見込まれます。 
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⑤ 中川小学校学区 

中川小学校学区の人口は、平成 22年（2010 年）の 3,825 人から、平成 72 年（2060

年）には 1,441 人と 50 年間で 2,384 人減少（▲62.3％）することが見込まれます。

高齢化率は、当面の間、上昇を続けたあと、平成 52 年（2040 年）頃に一度低下

し、その後は再度上昇すると見込まれます。 

 

  
⑥ 旧山元小学校学区 

旧山元小学校学区の人口は、平成 22 年（2010 年）の 391 人から、平成 72 年（2060

年）には 100 人と 50 年間で 291 人減少（▲74.4％）することが見込まれ、人口の

減少率が一番大きい地域と予想されます。 

高齢化率は、当面の間、上昇を続けたあと、平成 52 年（2040 年）頃に一度低

下し、その後は再度上昇すると見込まれます。 
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４ 財政の現況 

（１） 歳入 

本市の平成 27 年度（2015 年度）の普通会計の歳入は 153 億円です。その内訳

は、地方交付税が 40 億円と最も多くおよそ 26.1％を占め、次いで市税が 35 億円

となっています。 

歳入の推移をみると、平成 21 年度（2009 年度）に国の経済対策による国庫支

出金等の増加で 139 億円まで増加しましたが、翌年度には 123 億円まで減少し、

その後は起債額の増加やふるさと納税の寄附金の増加等の要因により、再び増加

傾向で推移しています。 

市税は、35 億円前後で推移しています。 

地方交付税は、平成 20年度（2008 年度）の 35 億円から平成 23 年度（2011 年

度）の 42億円まで増加し、その後 40 億円前後で推移しています。 

その他一般財源は、地方譲与税や地方特例交付金などが含まれており、横ばい

で推移しています。 

市債は、平成 23 年度（2011 年度）には 8 億円まで減少しましたが、翌年度か

ら増加傾向にあります。 

国庫支出金及び都道府県支出金についても、市債と同様に増加傾向にあります。 

その他特定財源には、繰入金や寄附金などが含まれており、増加傾向で推移し

ています。特に、平成 27 年度（2015 年度）からふるさと納税に対する事業の拡

充を行ったことにより、寄附金が大きく増加しています。 

 

図 1-16 普通会計歳入の推移 
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（２） 歳出 

本市の平成 27 年度（2015 年度）の普通会計の歳出は 145 億円です。その内訳

は、人件費が 26 億円で最も多く 17.9％を占めており、次いで投資的経費6が 24

億円、物件費が 21億円となっています。 

歳出の推移をみると、平成 21 年度（2009 年度）に国の経済対策に伴う事業等

の増加により 133 億円まで増加しましたが、翌年度には 118 億円まで減少、その

後は、投資的経費の増加等の要因により、再び増加傾向にあります。 

人件費は人員削減等の影響により減少しています。 

扶助費7は、老年人口の増加にともなう社会保障関係経費等の増加により、平成

22年度（2010 年度）以降、年々増加傾向にあります。 

投資的経費は、小中学校の耐震化等により、平成 24 年度（2012 年度）以降、

年々増加傾向にあります。 

公債費、積立金・投資・出資金・貸付金、繰出金は、ほぼ横ばいで推移してい

ます。 

 

図 1-17 普通会計歳出の推移 
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こと。 
7 扶助費とは、社会保障制度の一環として、児童・高齢者・障がい者・生活困窮者などに対して国や地方公共団体が

行う支援に要する経費のこと。 

29 28 28 28 27 26 26 26 

13 14 15 16 16 16 17 21 

1 1 1 2 1 1 
2 

1 
13 13 

17 17 18 18 19 
20 8 13 8 8 8 9 

9 
11 17 

23 

6 
8 

21 24 
29 

24 21 

19 

17 
16 

16 
16 

17 14 
2 

4 

5 4 

4 
7 

6 7 

13 

14 

16 16 

16 
17 

15 16 
120億円

133億円

118億円 119億円

131億円
138億円

144億円 145億円

0

20

40

60

80

100

120

140

160

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

人件費 物件費 維持補修費

扶助費 補助費等 投資的経費

公債費 積立金・投資・出資金・貸付金 繰出金

（億円）



第１章 上山市における公共施設等の概要 

24 

 

５ 更新費用の推計 

（１） 公共施設の将来の更新費用  

現在本市が保有する普通会計の公共施設（更新を前提としないものは除く）を、

法定耐用年数経過後に同じ規模（延床面積）で更新したと仮定した場合、今後 40

年間の更新費用の総額は711億円で、試算期間における平均費用は年間17億円（建

替え 7億円、大規模改修 10 億円）となります。 

過去 4か年（平成 24 年度～平成 27年度）の公共施設にかけてきた投資的経費

（新規取得＋既存更新）は年平均 14億円ですので、直近の投資的経費の 1.3 倍の

費用がかかる試算となります。 

すべての期間において、更新費用が過去 4 か年の投資的経費の水準を超過する

わけではありませんが、平成 28年度～平成 33年度（2016 年度～2021 年度）や、

平成 50 年度～平成 54 年度（2038 年度～2042 年度）など更新費用が集中する時期

があることから、更新時期の平準化が求められます。 

図 1-18 公共施設の更新費用試算（普通会計建物） 
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（２） インフラの将来の更新等費用 

道路、橋梁、上水道、下水道などのインフラについても、建物と同様、老朽化

が進めば更新していく必要があります。 

道路、上水道施設、下水道施設、飲料水供給施設、農業集落排水施設は、耐用

年数経過後に現在と同じ面積、延長などで更新したと仮定して試算した数値、橋

梁は、「上山市橋梁長寿命化修繕計画」において定めた計画的な維持管理手法を適

用した場合のトータルコスト試算結果の数値、上水道は、「上山市上水道施設整備

基本計画書」の財政計画のうち資本的収支計画の建設改良費の数値、下水道は、

「上山市下水道施設長寿命化計画」の年度別事業計画における健全度の低下した

路線のみを改築するシナリオによって算定された数値を合わせた今後 40 年間の

更新費用の総額は 581 億円で、試算期間における平均費用は年間 14億円となりま

す。 

過去 4か年（平成 24 年度～平成 27年度）におけるインフラに係る投資的経費

は年平均 12 億円ですので、現状の 1.2 倍の費用がかかる試算となります。 

図 1-19 インフラの更新費用試算 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

H24

(2012)

H28

(2016)

H32

(2020)

H36

(2024)

H40

(2028)

H44

(2032)

H48

(2036)

H52

(2040)

H56

(2044)

H60

(2048)

H64

(2052)

（億円）

既存更新分 新規整備分 道路整備額

橋梁整備額 上水道整備額 下水道整備額

新規＋既存 過去4か年平均 既存更新 過去4か年平均

年更新費用試算額 14億円 試算期間の更新費用総額 581億円

新規＋既存 過去4か年平均 12億円 年更新費用試算額との比較 1.2倍

既存更新 過去4か年平均 5億円 年更新費用試算額との比較 2.7倍



第１章 上山市における公共施設等の概要 

26 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

H24

(2012)

H28

(2016)

H32

(2020)

H36

(2024)

H40

(2028)

H44

(2032)

H48

(2036)

H52

(2040)

H56

(2044)

H60

(2048)

H64

(2052)

（億円）

既存更新分 新規整備分 公共施設整備額

道路整備額 橋梁整備額 上水道整備額

下水道整備額 新規＋既存 過去4か年平均 既存更新 過去4か年平均

（３） 公共施設等の将来の更新等費用 

現在本市が、保有する公共施設とインフラの更新等費用を加えた公共施設等の

今後 40 年間の更新費用の総額は 1,293 億円で、試算期間における平均費用は年間

32億円となります。 

過去 4か年（平成 24 年度～平成 27年度）の公共施設等にかけてきた投資的経

費（新規＋既存）は年平均 26 億円ですので、現状の 1.2 倍の費用がかかる試算と

なります。 

図 1-20 公共施設とインフラの更新費用試算 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年更新費用試算額 32億円 試算期間の更新費用総額 1,293億円

新規＋既存 過去4か年平均 26億円 年更新費用試算額との比較 1.2倍

既存更新 過去4か年平均 14億円 年更新費用試算額との比較 2.3倍
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６ 歳入・歳出全体ベースでの財政推計 

公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る中長期的な経費の見込額や、これらの

経費に充当可能な財源の見込額などを試算するにあたり、公共施設等の更新費用以外

も含めた歳入・歳出全体の財政シミュレーションを行いました。 

シミュレーション期間は、更新費用の推計と同じ 40 年間とし、主な前提条件は次の

とおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 24年度から平成 27年度（2012年度～2015 年度）までの決算額を基礎とする。 

・個人市民税は生産年齢人口の減少に伴い減少させる。 

・地方消費税交付金は消費税増税の影響を見込む。 

・地方交付税は人口推計の結果を考慮し減少させる。 

・国庫支出金・県支出金のうち投資的経費に対応する部分は、歳出のシミュレーション

における普通建設事業費と連動させる。 

・ふるさと納税は、平成 31年度まで考慮する（歳出におけるふるさと納税関係経費も同

様）。 

【歳入の主な前提条件】 

・平成 24年度から平成 27 年度（2012年度～2015 年度）までの決算額を基礎とする。 

・人件費は、人口の減少に伴い職員数も減少すると見込み、40年後の職員数は、40年後

の市の人口規模に近い自治体の職員数を参考に設定する。 

・扶助費は対応する年代別にそれぞれの年代の人口増減に対応して増減を見込む。 

・公債費は歳入のシミュレーションで増加した市債についても反映させる。 

・普通建設事業費は、本市が保有する普通会計公共施設の更新費用試算額（図 1-18参照）

及びインフラ（道路、橋梁）の更新費用試算額（図 1-19参照）を基礎とし、新規建設

(建て替え等ではない新設)は、現在具体的に予定されているもののみを考慮する。 

なお、公営企業が保有する施設やインフラ（上水道、下水道）の更新費用については、

公営企業が独立採算を前提とすることから、シミュレーションに盛り込まない。 

【歳出の主な前提条件】 
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財政シミュレーションの結果は、下記の図 1-21 と図 1-22のとおりです。 

図 1-21 歳入シミュレーション 

 

図 1-22 歳出シミュレーション 

 
※歳入・歳出のシミュレーションは、公共施設等総合管理計画を策定するために実施するものであり、本市の財政

運営をこの推計どおりに行っていくことを示すものではありません。 

※シミュレーションの結果は、5 年毎の平均値を示しております。 

 

これらの歳入歳出の状況から公共施設等の維持管理・修繕・更新等に必要な額と、

これに充当可能な金額を抽出し、これらを比較したものが図 1-23 になります。 

今後 40 年間の公共施設等の維持管理・修繕・更新等に必要な額は 1,140 億円（平均
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すると 1 年あたり 28 億円）に対して、これに充当可能な金額は 787 億円（平均すると

1年あたり 19億円）で、352 億円の更新財源不足が見込まれます。 

また、人口減少による地方交付税や市税収入の減少が見込まれており、公共施設等

の更新に支出できる財源には限界があるため、保有する公共施設の総量を削減するこ

とで更新が必要となる対象施設を減らすとともに当該施設にかかる維持管理費や事業

運営費等のコストも併せて削減することが有効な方策の一つとして考えられます。 

普通会計公共施設の更新費用は 711 億円（図 1-18 参照）です。一方、公共施設にか

かる維持管理費等のコストは 1 年あたり 1,672 百万円（表 1－3 参照。コスト(1,875

百万円)－収入(203 百万円)）ですので、40 年間の総額は 668 億円となります。仮にす

べての公共施設を削減（公共施設をゼロに）する場合に、削減を毎年一定のスピード

で行っていくと仮定すると、40年間で最大で 334 億円（668 億円×1/2）のコスト削減

が可能です。 

以上から、削減が可能な更新費用とコストの合計は、40 年間で 1,045 億円（711 億

円＋334 億円）となります。 

ここで、単純化のため建物の延床面積と更新費用が比例すると仮定すると、削減が

可能な更新費用・コストの合計が 1,045 億円ですので、縮減率は 33.7％（＝352 億円

/1,045 億円）と計算されます。33.7％という数値は、40 年間の数値であり、本計画期

間（10 年間）の場合は、1/4 の 8.4％となります。なお、更新費用の推計対象とした

普通会計公共施設の延床面積は 115,412 ㎡ですので、面積では 9,694 ㎡（115,412 ㎡

×8.4％）と計算されます。 

ただし、これらの数値は、あくまでシミュレーション上の値であり、市民ニーズや

社会情勢を的確に捉え、今後の各施設の具体的方針について検討していく必要があり

ます。 
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図 1-23 公共施設等の維持管理・修繕・更新等の必要額と充当可能額の比較 

 
※「公共施設等の維持管理・修繕・更新等に必要な額」は、財政シミュレーションにおける維持補修費と普通建設

事業費の合計 

※「公共施設等の維持管理・修繕・更新等に充当可能な額」は、財政シミュレーションにおける国・県支出金、市

債発行額（いずれも投資的経費対応分）に、これら以外の歳入から「公共施設等の維持管理・修繕・更新等に必

要な額」以外の歳出を差し引いた金額（マイナスになる場合はゼロ）を足した金額 

※上図の推計の結果は平成 28年度から平成 67年度（2016年度～2055年度）までの 5 年ごとの平均値を示したもの

です。従って、今後 40 年間の公共施設等の維持管理・修繕・更新等に必要な額 1,140億円は、表示された各数値

の合計を 5 倍した金額になります（ただし、億円未満を切り捨てする端数処理の関係で、各数値の合計の 5 倍と

は一致しません）。公共施設等の維持管理・修繕・更新等に充当可能な額についても同様です。 
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第２章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

本市の公共施設等については、人口減少による施設利用の減や、更新等に必要な額（28

億円/今後 40 年間年平均）と充当可能な額（19 億円/今後 40 年間年平均）に大きなひら

きがあるなど財政状況を踏まえると、現在ある公共施設をそのまま維持することは難し

くなります。このため、今後市民とともに議論し、以下の基本方針及び第３章「施設類

型ごとの管理に関する基本的方針」に基づき、実施計画及び個別施設計画（仮称）を策

定し、公共施設保有量の適正化を進めてまいります。 

 なお、公共施設とインフラではそれぞれ機能が異なることから分けて整理します。 

１ 公共施設についての基本方針 

（１） 利用目的による公共施設分類の整理 

公共施設は、その利用用途や目的から、主として地域住民が利用するための公

民館・コミュニティ施設等の施設と、市全体で利用を図ることを目的としている

図書館、体育文化センター、保健センター等の施設に分類します。 

（２） 公共施設保有量の適正化 

公共施設のうち機能が類似・重複している施設は、利用状況や施設の耐用年数

等を踏まえ、統廃合を進めてまいります。また、統合された施設は廃止し、売却、

貸付、跡地の有効活用を行います。 

（３） 公共施設の長寿命化 

公共施設のうち、必要と判断した施設は、建物の点検・診断を実施するととも

に、維持管理等について予防保全の考え方を取り入れ、安全確保や耐震化に留意

しながら、長寿命化を図ります。 

（４） 施設の複合化・民間活力を活かした取組の推進 

更新が必要な公共施設については、市民ニーズや立地、目的等を踏まえて、複

合化等を行い、総床面積の削減を目指します。 

また、施設の新設・更新（建替え）にあたっては維持管理を含めて PPP8/PFI9を

検討してまいります。 

（５） 公共施設の整備等のあり方 

新たな公共施設の整備にあたっては、既存施設の統廃合や、各公共施設の立地

や目的等を踏まえて複合化等を検討してまいります。 

また、ユニバーサルデザイン化10の推進、環境に配慮した取組など、市民ニー

ズを考慮して公共施設の有効活用を行います。 

                         
8 PPP とは、Public Private Partnership の略で、公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で

あり、民間資本や民間のノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向上を目指す手法のこと。 
9 PFI とは、Public Finance Initiative の略で、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び

技術的能力を活用することで、効率化やサービス向上を図る公共事業の手法のこと。 
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２ インフラについての基本方針 

供用中のインフラについては、可能な限り長寿命化を進めるとともに、必要性の精

査を十分に行ってまいります。また、新たに整備するインフラについても、必要性の

精査を十分に行い、整備を進めてまいります。 

３ 公共施設マネジメント推進についての基本方針 

（１） 市民参画による計画の策定 

今後策定する実施計画及び個別施設計画（仮称）では、市民に、施設の現況・

利用実態等を提示するとともに、十分な意見交換を行いながら、計画を策定して

まいります。 

（２） 総合的かつ計画的な管理を実施するための体制の構築 

今後策定する実施計画及び個別施設計画（仮称）の策定にあたっては、将来の

まちづくりを見据えて、多角的な検討が必要であることから、庁内において横断

的な組織を立ち上げて取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                
10 ユニバーサルデザイン化とは、文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異及び障害・能力の如何を問わずに

利用することができる施設・製品・情報の設計（デザイン）にしていくこと。 
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４ 実施方針 

（１） 点検・診断等の実施方針 

① 安全・安心な公共施設等の運営・管理を行うため、点検・診断等を適切に行い

ます。 

② 点検・診断等の実施結果を蓄積することで、点検・診断等の状況を全庁的に把

握します。 

 

（２） 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

① 不具合が生じてから修繕を行う「事後保全」的な維持管理だけでなく、中長期

的な視点で計画的な修繕を行う「予防保全」的な維持管理の考え方を取り入れ、

定期的な点検や診断の結果、必要と判断した施設については、計画的な保全を

実施し、公共施設等の長寿命化を推進します。 

② 施設の重要度や劣化状況に応じた中長期的な視点での優先順位をつけて、計画

的に修繕・更新を行います。 

③ 維持管理や修繕に関する情報を蓄積していくことで、維持管理上の課題を把握

し、効果的・効率的な施設運営・管理を行います。 

④ 地域・団体等へ管理委託が可能な施設については、市が管理する必要性を考慮

のうえ、地域・団体等への管理委託を検討します。 

⑤ 施設に関する使用料負担が適切な水準となるよう、受益者負担の見直しを検討

します。 

⑥ PPP/PFI など新しい技術や考え方を検討し、維持管理・修繕・更新等を合理的

に進めます。 

（３） 安全確保と耐震化の実施方針 

① 点検・診断等により危険性が認められた公共施設等については、ソフト・ハー

ドの両面から安全を確保します。 

② 安全確保や耐震化にあたっては、災害拠点かどうか、多数の市民の利用がある

施設であるかどうかなどの視点から、対応の優先度を検討します。 

③ 危険性が認められる公共施設については、市民の安全確保の観点から、供用廃

止を含め適切な措置を行います。 

④ 今後も利用見込みのない公共施設は、解体を行うなど、適切な対応を行います。 
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（４） 長寿命化の実施方針 

① 公共施設の利用度や老朽化等の様々な観点から、優先度を考慮して、必要と判

断した施設については長寿命化の検討を行います。 

② 個別施設計画（仮称）を策定済みの施設等は、当該計画に基づき、長寿命化を

着実に実施します。個別施設計画（仮称）を策定していない施設については、

本計画又は新たに作成する個別施設計画（仮称）に基づき、長寿命化を実施し

ます。 

③ 個別施設計画（仮称）の策定後においても、必要に応じ見直しを検討します。 

（５） 統合や廃止の推進方針 

① 地域ごとの人口動態や市民ニーズに留意し、人口減少や人口構造の変化に対応

した公共施設の再編を進めます。 

② 公共施設の見直しにあたっては、既存の公共施設の状態にとらわれず、行政サ

ービスとして必要な水準や機能を考慮します。 

③ 近隣市との広域連携を一層進めていき、広域の観点から必要な公共施設等の保

有量を検討します。 

④ 公共施設の多機能集約化11を検討します。 

⑤ 公共施設等の解体にあたっては、除却に関する地方債の起債を検討します。 

（６） 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

① 市民、地域・団体、事業者など、様々な主体と連携して、公共施設を含めた地

域の資源を最大限活用しながら、地域の持続的な発展を目指します。 

② 関連部署と連携を図り、公共施設等に関する情報を全庁的に一元管理していき

ます。 

 

                         
11 公共施設の多機能集約化とは、１つの公共施設に複数の機能を盛り込み、スペース効率の改善と機能間の連携性を

高める取組のこと。 
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第３章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

【公共施設】 

１ 集会施設 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

集会施設には、コミュニティ施設等が 7 施設、公民館が 10 施設あります。コミ

ュニティ施設等のなかには、老朽化対策が課題となっている施設があります。ま

た、利用者数が減少している施設があり、施設運営について検討が必要となって

いる施設があります。公民館は、昭和 50 年代に建築されたものが多く、老朽化対

策が課題となっています。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

集会施設は、地域住民の活動拠点やコミュニケーションの場として地域に必要

な施設であり、特に公民館のなかには避難所に指定されているものもあることか

ら、施設間の優先順位等を考慮しつつ、修繕や耐震化等を計画的に行います。 

また、近隣の類似施設と機能の集約化や施設の複合化といった、スペースの有

効活用や効率的な運用を検討します。 

本市の直営の施設については、指定管理者制度の導入などを含め、運営方法の

見直しを検討します。 

（３） 施設の状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※施設名称に◆がついている施設は、上山市以外が所有している施設（以下、本章において同じ）  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

1 まちづくりセンター ◆ 直営 174 明治 44年度 木造 ―

2 長屋門ギャラリー ◆ 直営 296 ― 木造 ―

3 みゆきが丘集会所 直営 41 昭和 56年度 木造 平成 15年度

南小学校学区 4 アビヤント・Ｋ 直営 1,250 平成 04年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 42年度

5 久保川活性化施設 指定管理者 131 平成 11年度 木造 平成 35年度

6 宮生農村婦人の家 直営 303 昭和 53年度 木造 平成 14年度

中川小学校学区 7 薄沢活性化施設 指定管理者 194 平成 12年度 木造 平成 34年度

2,388

1 中部地区公民館 直営 871 平成 27年度 木造 平成 51年度

2 北部地区公民館 直営 ● 363 昭和 50年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 37年度

3 中山地区公民館 指定管理者 ● 339 昭和 52年度 鉄骨造 平成 27年度

4 南部地区公民館 直営 608 昭和 55年度 鉄骨造 平成 30年度

西郷第一小学校学区 5 西郷地区公民館 指定管理者 ● 391 昭和 49年度 鉄骨造 平成 24年度

6 東地区公民館 指定管理者 ● 396 昭和 50年度 鉄骨造 平成 25年度

7 宮生地区公民館 指定管理者 ● 403 昭和 54年度 鉄骨造 平成 29年度

8 本庄地区公民館 指定管理者 ● 390 昭和 53年度 鉄骨造 平成 28年度

中川小学校学区 9 中川地区公民館 指定管理者 ● 384 昭和 48年度 鉄骨造 平成 23年度

旧山元小学校学区 10 山元地区公民館 指定管理者 ● 2,317 昭和 58年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 42年度

6,462

8,850合計

小計

公民館

コミュニティ
施設等

上山小学校学区

宮川小学校学区

上山小学校学区

南小学校学区

宮川小学校学区

小計
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２ 文化施設 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

複合施設である体育文化センターに、文化施設としてエコーホールがあります

が、平成 5年度（1993 年度）に建築した比較的新しい施設です。 

しかし、照明、音響、吊物等の設備が老朽化しているなか、備品・部品の生産

が終了し在庫がないことから、修繕を行う際にシステムごとの交換が必要になる

ことが予想されます。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

日常点検は、指定管理者による使用後の巡視等をしており、今後も必要な点検・

診断等を実施します。 

設備の老朽化対策に関しては、機能の維持の観点だけでなく、安全確保の観点

からの優先順位を考慮し、必要な修繕等を行います。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

文化会館 南小学校学区 1
体育文化センター
（エコーホール）

指定管理者 ● 2,042 平成 05年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 52年度

2,042

2,042合計

小計
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３ 図書館 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

図書館は、南小学校学区にある 1施設のみで、平成 7 年度（1995 年度）に建築

した比較的新しい施設でありますが、エスカレータ等設備の老朽化が課題となっ

ています。 

現在は、入館者数が減少傾向にあり、利用者数の維持・増加を図る様々な施策

を実施していますが、さらに工夫と継続が必要です。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

図書館では、施設巡回点検簿を作成し、朝と夕方に点検を行っており、今後も

必要な診断・点検等を実施します。 

比較的新しい施設ですが、施設の長寿命化のため、計画的な修繕等を行ってい

きます。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

図書館 南小学校学区 1 図書館 直営 2,994 平成 07年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 57年度

2,994

2,994合計

小計
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４ 博物館等 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

文化財等は、14 施設あります。武家屋敷や宿場町にある歴史的建造物は、本市

の歴史を現在に伝える貴重な文化遺産ですが、茅葺きの建物の経年劣化が激しく、

雨漏りが生じている建造物もあり、課題となっています。また、入館者数が施設

によっては横ばい、あるいは減少傾向にあり、運営上の創意工夫が求められます。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

文化財等については、定期点検を実施しており、これを継続していきます。 

茅葺職人と葺替えに使う茅等材料の確保が難しくなっていることや、茅葺きの

歴史的建造物の計画的な修繕による長寿命化、来館者の安全確保の観点から、市

域にある歴史的建造物群の中長期的な修繕計画を検討します。 

文化財等のなかには、住民から構成される保存会に管理を委託しているものが

あります。 

今後も、入館者数の増加や運営の効率化に向けた検討をするとともに、管理を

委託している団体との情報の共有に努めます。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

1 環翠亭 管理委託 52 昭和 56年度 木造 平成 13年度

2 旧金瓶学校 直営 104 ― 木造 ―

3 武家屋敷旧曽我部家 直営 136 ― 木造 ―

4 武家屋敷三輪家 直営 157 ― 木造 ―

5 武家屋敷森本家 ◆ 個人所有 ― ― ― ―

6 武家屋敷山田家 ◆ 個人所有 ― ― ― ―

南小学校学区 7 春雨庵 管理委託 137 ― 木造 ―

8 重要文化財旧尾形家住宅 管理委託 320 ― 木造 ―

9 楢下宿旧武田家 管理委託 152 ― 木造 ―

10 楢下宿庄内屋（旧粟野家） 管理委託 169 ― 木造 ―

11 楢下宿大黒屋（旧粟野家） 管理委託 189 ― 木造 ―

12 楢下宿山田屋（旧齋藤家） 直営 258 ― 木造 ―

13 楢下宿橋本屋 ◆ 個人所有 109 ― 木造 ―

14 楢下宿脇本陣滝沢屋 管理委託 251 ― 木造 ―

2,035

2,035合計

小計

文化財等

上山小学校学区

宮川小学校学区
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５ スポーツ施設 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

スポーツ施設は、体育館が 8 施設、プールが 1 施設、屋外運動場が 5 施設あり

ます。 

老朽化が進んでいる施設があることや、備品・設備の更新に多額のコストがか

かることから、計画的な修繕、更新、長寿命化等を図るため、市内体育施設の利

用計画の策定を検討しています。 

 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

エレベーター等の法定点検は指定管理者が実施しており、その他の定期点検は、

指定管理者又は管理業務委託等で実施しています。日常点検は各施設ごとに使用

後の巡視実施や利用者からの連絡により行っており、点検・診断等は今後も適切

に行います。 

修繕や耐震化は、利用者数や緊急性を考慮して、優先順位をつけて計画的に行

います。 

長寿命化については、蔵王グリーングラウンドや市民球場スタンドについては、

実施済みですが、未実施の施設についても、優先順位をつけて、長寿命化を検討

します。 

今後、スポーツ施設の利用状況、利用者とコストのバランス、民間を含めた類

似施設の配置状況、近隣市町村との広域的な観点等を考慮して、施設の集約化等

を検討していきます。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

上山小学校学区 1 生涯学習センター ◆ 直営 2,555 平成 05年度 木造 平成 29年度

2 体育文化センター（体育施設） 指定管理者 ● 8,762 平成 03年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 50年度

3 中山体育館 直営 838 平成 08年度 鉄骨造 平成 42年度

西郷第一小学校学区 4 南部体育館 直営 1,031 平成 07年度 鉄骨造 平成 41年度

宮川小学校学区 5
南部農業者等
トレーニングセンター

直営 932 昭和 62年度 鉄骨造 平成 33年度

6
蔵王坊平総合交流促進施設
（体育施設）

指定管理者 ● 981 平成 13年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 60年度

7
中川農業者等
トレーニングセンター

指定管理者 770 昭和 57年度 鉄骨造 平成 28年度

旧山元小学校学区 8 山元体育館 指定管理者 402 昭和 54年度 鉄骨造 平成 25年度

16,271

プール 南小学校学区 1 市民プール 直営 159 昭和 47年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 31年度

159

1 市民テニスコート 直営 25 昭和 58年度 木造 平成 17年度

2 市民馬術場 直営 800 昭和 63年度 鉄骨造 平成 38年度

南小学校学区 3 市民球場 直営 634 昭和 62年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 49年度

4 蔵王グリーングラウンド 指定管理者 286 平成 09年度 木造 平成 31年度

5 蔵王猿倉イベントパーク 指定管理者 59 昭和 52年度 木造 平成 11年度

1,804

18,234

中川小学校学区

合計

小計

小計

小計

屋外運動場

上山小学校学区

中川小学校学区

体育館

南小学校学区
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６ レクリエーション・観光施設 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

レクリエーション・観光施設は、キャンプ場等が 4施設、観光施設が 5 施設あ

ります。レクリエーション・観光施設のうち、上山城の延床面積が最も大きく、

全体の 73.2％を占めています。 

キャンプ場、観光施設ともに、全体的に老朽化が進んでおり、老朽化対策や更

新等が課題です。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

キャンプ場等については、今後、施設の存続あるいは廃止等の検討を行い、適

切な管理を行っていきます。 

観光施設のうち、上山城は、建築後 30 年以上経過し、劣化が進んでいるため、

毎年度予算の範囲内で修繕を実施していますが、地震や風雪による経年劣化の影

響により、屋根瓦の落下等による事故の恐れがあります。今後は、来場者の安全

確保だけでなく、施設の長寿命化等のため、適切な点検・診断をするとともに、

計画的な維持管理・修繕を検討していきます。 

観光施設のうち、スキー場管理センターや蔵王高原総合案内所は、物品等の倉

庫として利用しており、本来の目的としては利用されていません。また、パトロ

ール詰所は老朽化が進んでおり、今後のスキー場利用客数の推移も勘案しながら、

廃止も含めたあり方を検討していきます。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

1 市民の森 直営 3 平成 09年度 木造 平成 26年度

2 生活環境保全林 直営 30 平成 09年度 木造 平成 26年度

南小学校学区 3 三吉山森林公園 直営 4 平成 19年度 木造 平成 36年度

中川小学校学区 4 蔵王坊平国設野営場 直営 424 平成 07年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 45年度

461

上山小学校学区 1 上山城 指定管理者 2,757 昭和 57年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 44年度

2
蔵王坊平国設スキー場
管理センター

直営 166 昭和 54年度 木造 平成 15年度

3
蔵王坊平国設スキー場
パトロール詰所

直営 12 昭和 52年度 木造 平成 13年度

4 蔵王高原総合案内所 直営 356 昭和 57年度 鉄骨造 平成 32年度

5 避難小屋 直営 14 昭和 35年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 06年度

3,304

3,764

上山小学校学区

キャンプ場等

観光施設

合計

小計

小計

中川小学校学区
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７ 産業系施設 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

産業系施設として、働く婦人の家がありますが、昭和 55 年度（1980 年度）の

建築であることから、老朽化が進んでいます。 

働く婦人の家は、働く婦人及び勤労者家庭の主婦の福祉の増進に寄与するため、

サークル活動の場を提供したり主催事業を実施したりするなど、主にコミュニテ

ィ施設の機能を担っていますが、近年は、施設の老朽化や人口減少も進み、また、

近隣に中部地区公民館がオープンしたことに伴い、利用者数が減少傾向にありま

す。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

働く婦人の家については、緊急性が高いものから、優先的に修繕を実施してい

きます。また、近隣に重複した機能を有する施設が存在することから、今後、施

設の集約化等の検討を行っていきます。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

労働会館・
勤労会館

上山小学校学区 1 働く婦人の家 直営 821 昭和 55年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 42年度

821

821

小計

合計
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８ 学校 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

学校は、小学校が 5 校、中学校が 3 校あります。 

学校のなかには昭和 50年代以前に建築され、老朽化が進んでいる施設がありま

す。学校要望ヒアリングを実施し、緊急性の高いものから計画的に修繕・改修を

行っています。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

児童・生徒が日常的に使用する施設であるため、耐震性や安全確保については、

特に重視していきます。 

修繕は、学校要望ヒアリングの内容を体系化し、緊急性を最優先に行いますが、

施設全体の長寿命化の観点からも計画的な修繕等を行っていきます。 

構造体（校舎、体育館等）の耐震化は完了しましたが、非構造部材（吊り天井

等）の耐震化についても、必要な対応を行います。 

学校の統合や廃止については、「上山市立小・中学校統廃合実施計画（案）」に

基づき、今後の児童生徒数の推移を見極めながら、地区、保護者等の意向を踏ま

え慎重に対応していきます。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

上山小学校学区 1 上山小学校 直営 ● 7,344 平成 26年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 73年度

南小学校学区 2 南小学校 直営 11,477 昭和 53年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 37年度

西郷第一小学校学区 3 西郷第一小学校 直営 2,633 平成 03年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 50年度

宮川小学校学区 4 宮川小学校 直営 2,773 昭和 56年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 40年度

中川小学校学区 5 中川小学校 直営 4,936 平成 05年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 52年度

29,163

南小学校学区 1 南中学校 直営 7,368 昭和 35年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 19年度

宮川小学校学区 2 宮川中学校 直営 5,100 昭和 34年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 18年度

中川小学校学区 3 北中学校 直営 8,698 昭和 47年度 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 31年度

21,166

50,329合計

小計

小計

小学校

中学校



第３章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

43 

 

９ その他教育施設 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

その他の教育施設として、学校給食センターがありますが、平成 16年度（2004

年度）に建築された比較的新しい施設です。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

学校給食センターは PFI 事業により運営されており、定期点検等の維持管理は 

特別目的会社が実施しています。 

修繕については、緊急性を最優先に行っていますが、施設全体の長寿命化を図

っていきます。また、施設はもちろん、設備の老朽化に伴う故障等により、安全・

安心な給食提供への影響を防ぐため、設備の更新及び修繕を計画的に行います。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

給食センター 南小学校学区 1 学校給食センター PFI 1,332 平成 16年度 鉄骨造 平成 47年度

1,332

1,332合計

小計
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１０ 幼保・こども園 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

幼保・こども園は、保育所 2施設であり、いずれも南小学校学区に設置してお

ります。しらさぎ保育園は、平成 11 年度（1999 年度）に建築した比較的新しい

施設でありますが、みなみ保育園は老朽化が進んでおり、老朽化への対策が必要

となります。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

保育所は、乳幼児が日常的に使用する施設であること考慮し、安全確保や耐震

性については、特に重視していきます。 

施設ごとに定期的な点検を実施し、その結果や施設の重要度、劣化状況等を勘

案して、緊急性や安全面での優先順位をつけて、修繕や改修を実施しています。 

また、施設の長寿命化の観点から、躯体や屋根などの長期計画的なメンテナン

スを実施します。 

施設の老朽化が進んでいることから、施設の更新等については、あり方を検討

します。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

1 しらさぎ保育園 直営 1,080 平成 11年度 木造 平成 33年度

2 みなみ保育園 直営 860 昭和 57年度 木造 平成 16年度

1,939

1,939合計

小計

南小学校学区保育所
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１１ 幼児・児童施設 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

幼児・児童施設は、児童館・放課後児童クラブが 4施設、子育て支援拠点施設

が 1 施設あります。上山児童館は平成 26 年度（2014 年度）に建築された新しい

施設ですが、他の施設は建設から 20年以上経過しており、老朽化対策が課題とな

っています。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

幼児・児童施設は、児童等が日常的に使用する施設であるため、安全確保や耐

震性については、特に重視していきます。 

定期的な点検を行い、修繕や改修は、施設の重要度、劣化状況、緊急性や安全

面での優先順位を勘案して実施します。 

また、中長期的観点から、計画的な維持・補修を実施し、施設の長寿命化を図

ります。 

なお、総合子どもセンターについては、他の施設への移転と子どもの屋内遊び

場等を含めた子育て支援施設として整備していくことを検討します。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

上山小学校学区 1 上山児童館 直営 ● 300 平成 26年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 73年度

2 南児童センター 直営 339 昭和 57年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 41年度

3 南児童センター分室 直営 ● 75 昭和 44年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 31年度

中川小学校学区 4 中川児童センター 直営 523 平成 07年度 木造 平成 29年度

1,237

子育て支援
拠点施設

南小学校学区 1 総合子どもセンター 直営 542 昭和 47年度 木造 平成 06年度

542

1,779合計

小計

小計

南小学校学区
児童館・
放課後

児童クラブ
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１２ 高齢福祉施設 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

高齢福祉施設は、2施設あり、このうち、老人いこいの家は昭和 48年度（1973

年度）の建築であり、老朽化が進み、不具合も多くなっています。 

常設高齢者サロンは、民間施設の一部を賃貸借契約を締結して使用しています。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

老人いこいの家では、施設の老朽化が著しく、また、近隣に共同浴場や中部地

区公民館といった機能の代替が可能となる施設もあり、今後施設の廃止を含めた

検討を行っていきます。 

常設高齢者サロンは、引き続き民間施設を利用していきます。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

上山小学校学区 1 老人いこいの家 業務委託 280 昭和 48年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 32年度

南小学校学区 2 常設高齢者サロン ◆ 直営 107 平成 07年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 57年度

387

387合計

小計

高齢者
福祉施設等
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１３ 保健施設 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

保健施設として、保健センターがありますが、昭和 56 年度（1981 年度）に建

築され、老朽化が進んでいます。幅広い世代が利用する施設のため、全体のバリ

アフリー対策が課題となっています。 

また、地域保健法に基づく施設ですが、少子高齢化により児童福祉、健康増進、

介護、医療など包括的、複合的な施設整備、利用計画の策定が必要となっていま

す。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

法定点検が必要なものは、委託により点検を実施しています。日常点検は、施

設の使用後にその都度実施しています。施設に生じた不具合箇所の最低限の修繕

は行っていますが、施設の長寿命化等のため、適切な点検・診断をするとともに、

計画的な維持管理・修繕等を検討していきます。 

また、耐震基準を満たす建物ですが、各種の設備には老朽化が進んでいるもの

があるため、対応を検討します。 

今後、保健、児童福祉、健康増進、介護、医療等との包括的、複合的な利用な

どにより各施設のトータルコスト縮減が可能となるような保健施設づくりを検討

していきます。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

保健所 南小学校学区 1 保健センター 直営 1,050 昭和 56年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 43年度

1,050

1,050合計

小計
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１４ 医療施設 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

医療施設として、旧山元小学校学区に山元診療所があります。人口減少に伴い、

利用者数が減少していますが、山元地区には交通手段のない高齢者も多いことか

ら当面は継続が必要となりますが、可能な限りのコスト削減が必要となります。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

適宜点検を行い、計画的な維持管理や修繕等を検討します。なお、市内民間医

療機関に委託して運営しており、今後も連携体制を継続していく予定です。 

耐震基準を満たしており、また山元地区公民館と複合化していますが、コスト

の最小化に努めます。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

診療所・
医療センター

旧山元小学校学区 1 山元診療所 業務委託 ● 54 昭和 58年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 42年度

54

54合計

小計
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１５ 庁舎等 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

庁舎は、上山市役所のほか、支所が旧山元小学校学区に 1施設、出張所が宮川

小学校学区に 3 施設、南小学校学区・西郷第一小学校学区・中川小学校学区にそ

れぞれ 1 施設ずつあります。 

上山市役所は、昭和 51年度（1976 年度）に建築され、平成 38 年度（2026 年度）

に耐用年数が到来しますが、庁舎設備等の老朽化対策が課題となっています。現

在、耐震化工事と合わせ、一部設備の更新を行っておりますが、今後も計画的に

改修工事が必要となります。 

支所・出張所は、すべて各地区公民館と複合化されていますが、老朽化が進ん

でいます。各地区の行政窓口として、他の施設との複合化や建替え、サービス水

準などを検討する必要があります。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

庁舎は防災時の拠点となることなどを踏まえて、耐震性や安全確保の観点を重

視していきます。 

庁舎設備、現業棟の老朽化が進んでいるため、緊急性が高いものから、優先的、

計画的に改修等を行い、適切な維持管理に努めていきます。 

支所や出張所については、必要な点検や修繕等を行っていきながら、今後の各

地区公民館の集約化や複合化の方針、地域性や人口動態も踏まえた配置の検討を

していきます。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

1 上山市役所 直営 10,360 昭和 51年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 38年度

2 上山市役所中山出張所 指定管理者 ● 18 昭和 52年度 鉄骨造 平成 27年度

西郷第一小学校学区 3 上山市役所西郷出張所 指定管理者 ● 20 昭和 49年度 鉄骨造 平成 24年度

4 上山市役所宮生出張所 指定管理者 ● 23 昭和 54年度 鉄骨造 平成 29年度

5 上山市役所本庄出張所 指定管理者 ● 21 昭和 53年度 鉄骨造 平成 28年度

6 上山市役所東出張所 指定管理者 ● 19 昭和 50年度 鉄骨造 平成 25年度

中川小学校学区 7 上山市役所中川出張所 指定管理者 ● 29 昭和 48年度 鉄骨造 平成 23年度

旧山元小学校学区 8 上山市役所山元支所 指定管理者 ● 42 昭和 58年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 45年度

10,532

10,532合計

小計

南小学校学区

宮川小学校学区
庁舎
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１６ 消防施設 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

消防施設は、消防署のほか、各地区に配置されている防災センター・消防ポン

プ庫等です。 

消防署は、南小学校学区に昭和 48 年度（1973 年度）に建築され、老朽化も進

んでおり、老朽化対策が課題です。 

防災センター・消防ポンプ庫等は市内に 71 施設あり、すべての地域に施設が存

在しています。老朽化している施設もあり、老朽化対策が課題となっています。 

また、消防団員の就業形態の変化から施設の維持管理が困難な状況となってい

るため、今後検討する必要があります。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

消防署は、火災やあらゆる災害の活動拠点となる重要施設であり、経過年数や

劣化状態を総合的に判断し、年次計画で修繕及び更新を実施していきます。 

防災センター・消防ポンプ庫等は、消防団員に点検を依頼し、点検結果報告書

の提出を求め、施設の状況を把握していますが、点検項目及び内容の精査が必要

です。  

また、南部、北部のコミュニティ防災センターは巡回時に立ち寄り、点検を実

施しています。安全確保や維持管理費低減の観点からも、消防団員による維持管

理の徹底や、年次計画での修繕等を実施していきます。 

施設の統廃合については、人口減少により消防団員の確保が困難な状況にあり、 

地域情勢や人口動態等を考慮した消防団の再編成に併せて検討していきます。 

 

（３） 施設の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

消防署 南小学校学区 1 消防署 直営 1,138 昭和 48年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 35年度

1,138

1 北部コミュニティ防災センター 直営 40 昭和 58年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 33年度

2 新丁コミュニティ消防センター 直営 57 平成 06年度 木造 平成 28年度

3 十日町コミュニティ消防センター 直営 70 平成 03年度 木造 平成 20年度

4 八日町コミュニティ消防センター 直営 79 平成 05年度 木造 平成 27年度

5 金瓶消防ポンプ庫（２） 直営 48 昭和 48年度 木造 昭和 63年度

6 北町消防ポンプ庫 直営 11 昭和 61年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 32年度

7 久保手消防ポンプ庫 直営 12 昭和 57年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 28年度

8 新湯消防ポンプ庫 直営 54 昭和 46年度 木造 昭和 61年度

9 糸目消防ポンプ庫 直営 19 平成 14年度 木造 平成 29年度

10 湯町消防ポンプ庫 直営 46 昭和 46年度 木造 昭和 61年度

11 川口消防ポンプ庫 直営 19 平成 27年度 木造 平成 42年度

12 石崎・河崎消防ポンプ庫 直営 19 平成 09年度 木造 平成 40年度

13 長清水消防ポンプ庫 直営 17 昭和 31年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 24年度

14 新町消防ポンプ庫 直営 82 平成 26年度 木造 平成 02年度

15 中山消防ポンプ庫（２） 直営 12 昭和 41年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 43年度

16 中山消防ポンプ庫（３） 直営 12 昭和 62年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 12年度

小計

防災
センター・
消防ポンプ

庫等

上山小学校学区

南小学校学区
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小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

17 葉山消防ポンプ庫 直営 12 昭和 46年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 33年度

18 高松消防ポンプ庫 直営 15 昭和 48年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 17年度

19 二日町消防ポンプ庫 直営 75 昭和 58年度 木造 平成 19年度

20 矢来消防ポンプ庫 直営 52 昭和 42年度 木造 平成 10年度

21 中部コミュニティ防災センター 直営 175 昭和 56年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 昭和 57年度

22 上町消防ポンプ庫 直営 12 昭和 52年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 31年度

23 石曽根防災資機材地域備蓄施設 直営 19 平成 08年度 木造 平成 23年度

24 金生防災資機材地域備蓄施設 直営 19 平成 13年度 木造 平成 23年度

25 赤坂消防ポンプ庫 直営 11 平成 06年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 28年度

26 藤吾消防ポンプ庫 直営 46 平成 02年度 木造 平成 17年度

27 阿弥陀地消防ポンプ庫 直営 12 昭和 53年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 24年度

28 塩崎消防ポンプ庫 直営 12 昭和 45年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 16年度

29 細谷消防ポンプ庫 直営 10 昭和 37年度 木造 昭和 52年度

30 小穴消防ポンプ庫 直営 12 昭和 50年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 21年度

31 南部コミュニティ防災センター 直営 199 昭和 43年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 30年度

32 関根消防ポンプ庫 直営 19 平成 23年度 木造 平成 38年度

33 下生居消防ポンプ庫 直営 15 平成 25年度 木造 平成 42年度

34 須田板コミュニティ消防センター 直営 79 平成 11年度 木造 平成 33年度

35 元古屋敷消防ポンプ庫 直営 12 昭和 55年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 26年度

36 相生消防ポンプ庫 直営 15 昭和 28年度 木造 昭和 43年度

37 三上消防ポンプ庫 直営 18 昭和 27年度 木造 昭和 42年度

38 皆沢消防ポンプ庫 直営 17 昭和 29年度 木造 昭和 44年度

39 楢下消防ポンプ庫 直営 46 昭和 31年度 木造 昭和 46年度

40 赤山消防ポンプ庫 直営 16 昭和 44年度 木造 昭和 59年度

41 柏木消防ポンプ庫 直営 10 昭和 35年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 06年度

42 牧野消防ポンプ庫 直営 17 平成 27年度 木造 平成 42年度

43 原口消防ポンプ庫 直営 20 昭和 24年度 木造 昭和 39年度

44 小笹・久保川消防ポンプ庫 直営 12 昭和 47年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 18年度

45 大門消防ポンプ庫 直営 18 昭和 24年度 木造 昭和 39年度

46 菖蒲消防ポンプ庫 直営 17 昭和 24年度 木造 昭和 39年度

47 宮脇消防ポンプ庫 直営 14 平成 03年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 37年度

48 中生居消防ポンプ庫 直営 17 昭和 38年度 木造 昭和 53年度

49 上生居消防ポンプ庫 直営 46 昭和 32年度 木造 昭和 47年度

50 甲石コミュニティ消防センター 直営 79 平成 09年度 木造 平成 31年度

51 泉川消防ポンプ庫 直営 8 昭和 32年度 木造 昭和 47年度

52 権現堂消防ポンプ庫 直営 11 平成 03年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 37年度

53 蔵王消防ポンプ庫（１） 直営 12 昭和 51年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 22年度

54 蔵王消防ポンプ庫（２） 直営 11 昭和 59年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 30年度

55 仙石消防ポンプ庫 直営 19 平成 23年度 木造 平成 38年度

56 蔵王坊平基地局 直営 8 平成 24年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 62年度

57 金谷消防ポンプ庫 直営 29 昭和 48年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 19年度

58 高野消防ポンプ庫 直営 21 昭和 39年度 木造 昭和 54年度

59 永野消防ポンプ庫 直営 32 昭和 32年度 木造 昭和 47年度

60 薄沢消防ポンプ庫 直営 10 昭和 41年度 木造 昭和 56年度

61 足ノ口消防ポンプ庫 直営 10 昭和 40年度 木造 昭和 55年度

62 小倉消防ポンプ庫 直営 46 昭和 45年度 木造 昭和 60年度

63 棚木消防ポンプ庫 直営 12 昭和 53年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 24年度

64 元屋敷消防ポンプ庫 直営 33 昭和 62年度 鉄骨造 平成 30年度

65 須刈田消防ポンプ庫 直営 12 昭和 56年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 27年度

66 狸森消防ポンプ庫 直営 11 昭和 37年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 08年度

67 菅消防ポンプ庫 直営 10 昭和 29年度 木造 昭和 44年度

68 前丸森消防ポンプ庫 直営 11 昭和 44年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 15年度

69 中ノ森消防ポンプ庫 直営 12 昭和 49年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 20年度

70 入丸森消防ポンプ庫 直営 20 昭和 28年度 木造 昭和 43年度

71 境消防ポンプ庫 直営 12 昭和 47年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 18年度

2,108

3,246合計

小計

旧山元小学校学区

防災
センター・
消防ポンプ

庫等

宮川小学校学区

中川小学校学区

南小学校学区

西郷第一小学校学区
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１７ その他行政系施設 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

その他行政系施設は、国道 13 号から本市内に誘導するための誘導広告塔が 1

施設あります。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

誘導広告塔は、平成 25 年度（2013 年度）に設置されたもので、現状では修繕

等の対応は不要です。広告塔の機能だけではなく、国道 13号からのアクセスの目

印でもあるため、適切な管理を行いながら、現在の目的で使用していきます。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

その他
行政系施設

上山小学校学区 1 誘導広告塔 直営 14 平成 25年度 鉄骨造 平成 56年度

小計 14

合計 14
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１８ 公営住宅 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

公営住宅は、市内に 3 施設保有しており、上山小学校学区に 1施設、南小学校

学区に 2 施設設置しています。公営住宅はいずれも築 46 年以上で老朽化が進んで

おり、老朽化対策が課題となっています。なお、平成 24 年（2012 年）10 月に「上

山市営住宅長寿命化計画」を策定しております。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

「上山市営住宅長寿命化計画」に基づき、平成 34 年度（2022 年度）までに市

営住宅の耐震化への対応や施設全体の中長期的な観点からの補修計画を策定して

おり、計画的な修繕等を実施していきます。 

また、今後老朽化が進んでいくなか、建替え更新のための負担や人口の減少見

通し等を踏まえ、公営住宅の建替や廃止を、慎重に検討していきます。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

上山小学校学区 1 美咲町住宅 直営 1,722 昭和 42年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 26年度

2 金生住宅 直営 5,325 昭和 45年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 29年度

3 松山住宅 直営 260 昭和 31年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 06年度

7,308

7,308合計

小計

南小学校学区
市営住宅
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１９ 公園 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

公園は、施設として公園内に設置されている倉庫や便所が対象となりますが、

上山小学校学区で 4 施設、南小学校学区で 6 施設設置しています。保有している

半数の施設が耐用年数を迎えており、老朽化が進んでいます。なお、平成 26 年

（2014 年）3 月に「上山市公園施設長寿命化計画」を策定しています。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

日常点検を実施し、異常を発見した場合は、修繕等を行っていきます。またト

イレについては公園のある地区会に清掃等を委託していきます。 

「上山市公園施設長寿命化計画」に基づき、計画的かつ予防保全的な取組を行

い、公園内施設の安全確保や長寿命化を図ります。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

1 三千刈児童遊園 直営 7 昭和 54年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 25年度

2 月岡公園 直営 34 平成 24年度 木造 平成 39年度

3 みゆき公園 直営 8 昭和 56年度 木造 平成 08年度

4 鷺ケ袋公園 直営 4 昭和 50年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 21年度

5 かえで公園 直営 2 平成 22年度 鉄骨造 平成 53年度

6 金生公園 直営 4 昭和 50年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 21年度

7 さくら公園 直営 4 平成 15年度 鉄骨造 平成 46年度

8 市民公園 直営 90 昭和 61年度 鉄骨造 平成 32年度

9 長清水公園 直営 10 平成 08年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 46年度

10 みずき公園 直営 2 平成 21年度 鉄骨造 平成 52年度

166

166合計

小計

上山小学校学区

南小学校学区

倉庫・便所
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２０ 供給処理施設 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

供給処理施設は、衛生処理場汚泥浄化センター及びリサイクルリレーセンター

の 2 施設を有しており、いずれも中川小学校学区に設置しています。 

リサイクルリレーセンターは住民生活に必要不可欠な施設であることから、今

後も計画的かつ適切な維持管理を努めます。 

衛生処理場汚泥浄化センターは、本来の汚泥処理施設としては使用しておらず、

リサイクルリレーセンターの受託事業者の機材保管スペースや作業員の休憩所と

して利用しています。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

計画的な点検・修繕・維持補修により、トータルコストの削減と施設の長寿命

化を図ります。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

1 衛生処理場汚泥浄化センター 貸付 675 平成 08年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 46年度

2 リサイクルリレーセンター 業務委託 500 平成 06年度 鉄骨造 平成 37年度

1,175

1,175合計

小計

供給処理施設 中川小学校学区
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２１ その他 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

その他は、他分類に含まれない施設であり、斎場、公衆便所、農林施設、普通

財産に区分されます。老朽化が進んでいる施設や、未利用となっている施設があ

り、対策が求められています。 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

① 斎場 

経塚斎場は、竣工から 35年が経過し施設全体の老朽化が深刻となっているため、 

計画的に点検・修繕・維持補修を行いながら効率的な運営に努めます。 

また、斎場利用の形態も変化してきているため、火葬炉の大きさや拾骨室の設 

置、待合室の拡充など市民ニーズを考慮した対応が求められています。 

近隣に施設を保有しない自治体もあることから、施設の更新や運営に関して広

域での対応も含めて検討します。 

② 公衆便所 

公衆便所は、利用状況等に応じて、維持管理、修繕、更新等を実施します。 

駅構内の便所等の設備については、修繕箇所が出た際にその都度対応していま

すが、経年劣化も進んでおり、バリアフリー化等の大規模修繕が課題となってい

ます。 

武家屋敷エリアにある公衆便所は、来訪者も多く利用頻度も高いため、適切な

維持管理等を行います。 

③ 農林施設 

芳刈放牧場については、施設の老朽化が課題となっており、放牧場の廃止を含

めた検討を行っています。 

蔵王坊平総合交流促進施設（農林施設）は、指定管理者が定期･日常点検を実施

しており、現状では大規模な改修を要する箇所はなく、引き続き適切な維持管理

等を実施します。利用者数、収益等について目標値を下回っている状態であり、

対策が求められています。 

  



第３章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

57 

 

④ 普通財産 

未利用施設に関しては、売却や貸付等を検討し、施設の有効活用に努めます。 

元クリーンセンターなど老朽化が著しい施設に関しては、安全性の観点から、

順次取り壊しを行います。 

なお、福島県飯館村にある場外勝馬投票券販売所・飯舘については、東日本大

震災の影響により休止しており、現在は除染現場事務所として貸付を行っていま

す。今後、場外馬券場としての再開の目処が立たないことから、施設の存続につ

いて検討します。 

（３） 施設の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

複合
施設

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

主要
建物構造

主要建物
耐用年数
到来年度

斎場 上山小学校学区 1 経塚斎場 直営 548 昭和 56年度 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 43年度

548

1 十日町広場公衆便所 直営 37 平成 24年度 木造 平成 39年度

2 武家屋敷公衆便所 直営 9 平成 18年度 木造 平成 33年度

3 二日町公衆便所 直営 20 平成 07年度 木造 平成 22年度

4 松山公衆便所 直営 12 平成 12年度 木造 平成 27年度

5 駅前公衆便所 直営 6 平成 12年度 鉄骨造 平成 43年度

旧山元小学校学区 6 大平山公衆便所 直営 3 昭和 52年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平成 23年度

87

1 芳刈放牧場 直営 238 昭和 57年度 木造 平成 11年度

2
蔵王坊平総合交流促進施設
（農林施設）

指定管理者 ● 1,530 平成 13年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 60年度

1,768

1 元上山競馬場（内厩舎） 貸付 391 平成 11年度 木造 平成 28年度

2 元あさひ保育園 貸付 842 昭和 49年度 木造 平成 08年度

3 元金瓶児童館 直営 277 昭和 49年度 木造 平成 08年度

4 元消防署北出張所 貸付 ● 258 昭和 50年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 37年度

5 元中山小学校 貸付 2,430 平成 08年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 55年度

6 元西郷第二小学校 直営 2,031 昭和 42年度 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 26年度

7 元西郷第二小学校竜沢分校 直営 373 昭和 31年度 木造 昭和 53年度

8 元勤労青少年ホーム 直営 ● 768 昭和 44年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 31年度

西郷第一小学校学区 9 元西郷児童館 直営 248 昭和 44年度 木造 平成 03年度

10 元東児童館 貸付 321 昭和 48年度 木造 平成 07年度

11 元宮生児童館 貸付 220 昭和 43年度 木造 平成 02年度

12 元宮生小学校 直営 2,532 昭和 30年度 木造 昭和 52年度

13 元本庄小学校 直営 2,633 昭和 51年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 35年度

14 元本庄小学校赤山分校 貸付 665 昭和 30年度 木造 昭和 52年度

15 元中川小学校蔵王分校 貸付 232 昭和 24年度 木造 昭和 46年度

16 元高野荘 直営 206 昭和 51年度 木造 平成 10年度

17 元衛生プラント 直営 662 昭和 37年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 12年度

18 元クリーンセンター 直営 925 昭和 49年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 平成 36年度

19 元山元小学校小白府分校 直営 109 昭和 14年度 木造 昭和 36年度

20 元山元へき地保健福祉館 貸付 211 昭和 47年度 木造 平成 08年度

21 元山元地区公民館 貸付 ● 390 昭和 47年度 鉄骨造 平成 22年度

県外 22 元場外勝馬投票券発売所・飯舘 貸付 2,410 平成 12年度 鉄骨造 平成 50年度

19,136

21,539合計

小計

中川小学校学区農林施設

上山小学校学区

南小学校学区
公衆便所

上山小学校学区

南小学校学区

宮川小学校学区

中川小学校学区

旧山元小学校学区

普通財産

小計

小計

小計
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２２ 公営企業等が保有する公共施設 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

本市の公営企業等は、インフラのほかに、各公営企業等の運営にあたって必要

となる公共施設（浄水センター等）を保有しています。 

 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

各公営企業等が保有するインフラの維持管理等の検討と合わせて、公共施設の

保有量等も検討していきます。 

 

【インフラ】 

２３ 道路 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

本市の道路の総実延長は 440,235ｍです。舗装道路や側溝等道路施設は、経年

劣化等で老朽化が進んでおり、今後の維持更新に伴う市の負担は一層重くなるこ

とが見込まれています。 

道路の老朽化が市民生活に支障を及ぼす可能性があることから、定期的な点

検・診断、修繕等を行う必要がありますが、多額の費用の発生が見込まれます。 

 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

既存道路については、交通量や設置状況を踏まえて、維持・更新の方針を検討

します。また、日々の維持管理については、パトロール等を基本とし、予防保全

型の点検・診断等を行い、トータルコストの縮減と安全確保に配慮した道路管理

を行います。 

 

２４ 橋梁 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

本市が保有し管理する橋梁は 192 橋あります。市道橋梁については、平成 25

年（2013 年）3 月に策定した「上山市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき計画的に

点検・診断、修繕等を行っています。市道、林道の橋梁ともに老朽化したものも

多く、今後の更新・維持管理に伴う負担は重くなることが見込まれます。 
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（２） 管理に関する基本的な考え方 

市道橋梁については、「上山市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、定期的な点検・

診断を実施するとともに、適正な維持管理・更新等を計画的に実施し、トータル

コストの縮減に努めていきます。 

また、林道橋梁についても計画的に点検・診断、修繕等を行います。 

 

２５ 上水道 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

本市が保有する上水道管路は 260,112ｍありますが、今後数年間で耐用年数を

経過する管路延長が全延長の 50％を超える状況にあります。老朽化が原因と思わ

れる漏水等の不具合も生じており、順次更新を行う必要がありますが、財源の確

保が課題となります。 

 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

上水道は市民生活に直結する重要なインフラであり、水の安定的な供給を図る

べく、配水管の状態を健全に保つために、定期的な点検・診断を実施します。 

日常の管理については、トータルコストの縮減を目指して予防保全型の点検・

診断等を行い、安全確保にも努めます。 

また、災害に強い施設整備を目指し、予防保全型の長寿命化計画を策定し、適

正な維持管理・修繕・更新等を計画的に実施し、トータルコストの最小化に努め

ます。 

 

２６ 下水道 

（１） 現状や課題に関する基本認識 

本市は、終末処理場や下水道管路を多数有しており、今後の更新に伴う負担は

非常に重くなることが見込まれます。そのため、可能な限りの長寿命化と負担の

平準化に取り組んでいくことが重要となります。 

 

（２） 管理に関する基本的な考え方 

下水道は市民生活に直結する重要なインフラであるため、終末処理場や下水道

管路の状態を健全に保つために、定期的な点検・診断を実施します。 

日常の管理については、トータルコストの縮減を目指して予防保全型の点検・

診断等を行い、安全確保にも努めます。 
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公共下水道については、「上山市下水道長寿命化計画」及び「上山市公共下水道

施設ストックマネジメント計画」に基づき、適正な維持管理・修繕・更新等を計

画的に実施し、老朽化に伴う事故の未然防止とトータルコストの最小化に努めま

す。 

また、農業集落排水の処理施設や管路などについても、計画的に点検・診断、

修繕等を行っていきます。 
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第４章 フォローアップの実施方針 

１ 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策について 

公共施設等に関する情報は、財産管理を統括する財政課で、一元的に管

理する体制とします。 

公共施設等の利用状況や点検・診断等の情報は、施設の所管課と共有し、

公共施設の現状を的確に把握します。 

本計画の推進は、行財政改革を担当する市政戦略課と財産情報を総括す

る財政課が連携し、全庁的に取り組みます。 

２ フォローアップの進め方について 

本計画の「公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針」

や「施設類型ごとの管理に関する基本的な方針」に係る進捗状況の確認に

ついては、必要に応じ実施します。 

進捗状況の確認結果や、経済情勢や本市の財政状況等に大規模な変化等

があった場合には、本計画の改定を検討します。  

３ 実施計画及び個別施設計画（仮称）の策定について  

公共施設等のトータルコスト削減と将来のまちづくりを見据えた再編

計画として、市民との意見交換を踏まえ、実施計画及び個別施設計画（仮

称）を策定します。 

実施計画については、平成 30 年度（2018 年度）の策定を目指し、施設

ごとの詳細な利用状況及び維持管理経費を把握するとともに、横断的な庁

内検討体制を整え、実施に向けての基本方針等を定めます。 

また、個別施設計画については、実施計画を踏まえ、平成 32 年度（2020

年度）までに、施設ごとの再編のあり方について定めます。 
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